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学報第73帰

資料紹介 コマッキオ論争の主要な文献について

米 山 喜　晟

Le　opere　principal量di　L．A．Muratori　e　dl　G．Fontanini”nella　dlsputa　su　Comacchlo

Y．YONEYAMA

Premessa

humeri　dei　dati　della　disputa　su　Com・acchio　e　su　Ferrara　second◎囎a　r重cerca　di

S．Bertelh．　La　lista　delle　opere　princ重pali　di　Muratori，F◎ntanini，e　Zaccagni

enumerate　ne1玉a　Vita　di　L．A．　Muratori　scr｛枕a　da　u職suo　n1pote　GSoli　MuratGri．

Capito董o　I

Iprofili　delle　opere　sopradette　de童tre　autori．

Capitolo　ll

Riassunti　dei　puntl　importanti　addotti　in　tre　opere　di　G．　Fontanini（Il　Domi熟io

te【nporale　della　Sede　Aposto蕪ca　sopra豆a　c重tta　di　Comacchio　ecc．，La　D三fesa　Prl一

鵬adel　Dominio　temporale　ecc．，e　La　Difesa　Seconda　ecc．）e沁u設’opera　di　Mura－

tori（Osservazioni　sopra　una　lettera　intitolata“玉1　Dominio　tsmporale　ecc．”）．

はじめに

　18世紀の初頭，オーストリアの神聖ローマ帝國およびモデナのエステ家と，ローマ法王庁との聞

で，コマッキオの領有権をめぐる論争が，十年余りにわたって続いた。私はその際におけるL．A．ム

ラトーリの論証方法については別稿で論じる予定だが，まず本稿において，その際に生れた文献の

主要なものを概観，要約することによって，溺稿における考察の資料を準備しておきたい。

　それではコマッキオ論争に関する主要論文とは何か。Sergio　Bertrelliはその著Erudizione　e　Sto－

ria　in　Ludovico　Antonio　Muratori，　Napoli　1960の第～付録（PP468－482＞として，「コマッキオとフェ

ルラーラに関する論争の文献目録」という章を設け，ほぼ同時代に著述された岡論争に関する文献

の一覧表を掲げているが，主な項鵬騒に点数を数えると次の表の通りである。
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資料紹介　コマッキオ論争の密要な文献について

1．印剛された文献

　a＞L．A．　Muratoriによるもの　　　14点

　b）a）以外の皇帯およびモデナ側の文献

　　　　　　　　　　　　　　　　　29点

　　（ただし問一作晶の再版1点を含む）

　c）G．Fontaniniによるもの　　　　　5点

　d）c）以外のローマ法王庁側の文献6点

II．未刊行のもの

　a＞L．A．Mttratoriによるもの

　b）皇齋およびモデナ側の文献

　c）ローマ法王庁側の文献

田．その他の関係文献

　　　計

7点

25点

15点

12点

113点

　勿論18世紀以来，S．Bertelliに代表される現代のムラトーリ（以下Mと略）研究者1こ至るまで，

その後多数の考察がこの論争に関して行われていて，それ以後の文献臼録を作製するならば膨大な

数字に及ぶことが予想される。そうした後世の文献は勿論，Bertelliが列挙しておいてくれた鮮塒

代の作晶ですら，その多くは通読はおろか入手することさえ困難であるというのが実情であること

を，私は率薩に認めねばならない。

　しかし歴史家および文献学者としてのM．の形成にとって，この論争の持つ意味は余りにも大き

く，それを無視しては，彼のその後の研究・著述活動を考察することがはなはだ騰難になるものと

予想される。だから兎に角この論争の経過の大筋だけでも，何とか掘握しておく必要がある。そこ

で私は本稿において，最少限度の基本的文献に酌を絞って，その大要を紹介することにしたい。そ

うした基本的文献を選ぶに当たっては，M．の甥GSoli　M．が叔父の伝記の中で挙げた文献が一一一’rLiの

参考になるものと思われる。G．　Soli　M．はその著Vita　del　Proposto　Lodovlco　Antonio　Muratori，　Mod－

ena　1756の「第九章　ムラトーリの作品に対する批判および彼が行った学問論争について」中に，「第

二節　コマッキオおよびフェルラーラ市についての論争」という節（PP．114－12）を設け，その申

で以下の諸文献を挙げている。

　1．Mo籍sig旦or　G．　Fontaninl；ll　Dominio　temporale　della　Sede　Apostolica　sopra　la　citta　di　Co－

macchio　I）er　lo　Spazio　coatinttato（難dieci　seco難　（R◎ma　1708）　、

　2．L．　A。　M．；Osservazioni　sopra　una　lettera　intitolata“il　Dominio　te　nporale　ecc”．（Modena　1708＞．

　3．G．　Fontanini；La　I）ifesa（圭el　I）ominio　tempora韮e　ecc．（Roma　1709）　．

　4．L．　A．　Zaccagni；Dissertat圭o　hist◎r童ca　de　stlnlmo　apostollcae　sedis　imperio　ill　urbem　cenlitatum・

que　Comac豆重　（Roma　1709）　．

　5．L．　A．　M．；Supplica　aHa　Maesta　dell’lmperador　Gluseppe　（Modena　1710）．
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学報第73弩

　6．L、　A．　M．；Quistioni　cGmacchiesi（Modena　l7王1）．

　7．G．　FontaniRi；Difesa　secenda　del　dom三nio　temporale　（Roma　l711）．

　8．L．　A．　M．；Piena　esp◎sizione　dei　dirit£i　imperiall　ed　estensi（Modena　1712）．

　9．L．　A．　M．；Ragioni　della　serenlssima　casa　d’Este　sopra　Ferrara（Modena　1714）．

　10．　GFontanini；Risposta　a　varie　scritture　contro　la　Sede　in　proposit◎di　C◎macchio，　pubblicato

d◎po　l’anno　1711　（Roma　1720）　．

　11．L．　A．　M．；王）lsamina　di　una　scrittura　intitolata“Risposta　a　varie　critture　ecc．”（Modena　1720）．

　以上は，G．　Soli　M．が叔父の伝詑中に記したコマッキオ関係の著作であるが，筆達者なM．は勿論

他にも同じ問題についての著作を著しており，私が目を通したものだけでも

　13．　Altra　lettera　diretta　ad　un　prelato　deila　corte　Romana　（Modena　1708）　（PP．3－－44）　．

　14．　Sttccinta　Esposizione　deile　Ragi◎ni　del　S．　R．至mperio　e　de難a　Serenissilna　Casa　d’Este　sopra

Comacchio（Modena　1710）（PP．3－63）があり，前述の文献膳録でBertelliはM．の文献が14点にの

ぼるとする。しかしその内の2点は文献2．と8．の仏訳であり，他も13．や14．と同様のパンフ

レットや抜粋の類なので，上記の文献で本論争の大体は把握しうる。

　叔父の崇拝者であったG．Soii　M．は，番うまでもなくM．側の立場にあるが，ここに挙げられた文

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　注
献の内で，1．3．4．7．10．の5点がPt　一マ法王庁側のFo就ani漁i（4点　）とZaccagni（1点）

によるもので，2．5．6．8。9。11、の6点が皇帝およびエステ家を代表するM．によるもの

である。先に挙げたBertelliの文献昌録では，　M．および皇帝篇エステ家側の文献が総数75点である

のに対して，Fontaniniおよび法王庁側の資料が26点と，数的にははるかにアンバランスだったの

に較べると，ここでは数的にかなり均衡しており，フェルラーラのみを扱った9．を省略すると，

文献数は互角になる，だから9．を除いた上述の10文献を概観すれば，この論争に関して，かなり

公平な理解の基礎ができ上るのではないかと思われる。ただし限られた紙数で10文献すべてについ

てその内容を紹介することは不可能なので，まず次の章で，10文献に関するごく簡単な概観を行っ

た後に，本稿第二章で，特に論争の発端および爾者の基本的な立場を知るために，1．2．3．の

内容を要約し，さらに本論争の法王側の主役である，Fonta蜘iの立場を説き尽くした7．に関す

る簡単な内容紹介を加えることで，この論争について知るための足場を築きたい。またそれに答え

たM．の最もくわしい論文8．の内容の紹介は，別稿で行うことにしたい。

第一章　コマッキオ論争に関する盆要な10文献の紹介

文献1．至lDominio　temporale　della　Sede　Apostolica　sopra　la　Citta　di　Comacchio　per　lo　spazio　con－

tinllato　di　dieci　secoli　esposto　a　un　ministro　di　un　principe　（1708）

　序文PP．iii－vi，本文PP．1－60。46章よりなり，初版は1708年刊行とされるが本稿では1709年刊

行の文献3．との合本（Bertelliによると，本文献は第二版まで単独に刊行された後，文献3。を
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資料紹介　コマッキオ論争の主要な文献について

加えて刊行されたので，本文献は第三版となる）中の版を用いる。著者名は記されず，かなり後年

まで，G．　FORtaniniの名前は伏せられていたといわれる。ただし，　M．が論敵の名前を知っていたこ

とは明らかで，その点についてはSlj稿で論じたい。内容は本稿中で後述する。

文献2．Osservazione　s◎pra　uaa　lettera　l飢1もolata王l　Dominio　temporale　della　Sede　Apostolica　sopra　la

Citta　（li　Comacchio　per　lo　spazio　continuato　d三dieci　seceli，　distese　in　una　茎ettera　ad　un　prelato　deila

corte　di　Roma　MDCCV撮

　序文なし，本文PP　3－164，やはり著者名は伏せられている。内容は後述。文献1．に対して，

行数等を考慮すると3倍近い本格的な反論がなされたわけである。

文献3．Difesa　del　Dorninio　temporale　della　Sede　Apostolica　sopra　la　Citta　di　Comacchio　contra　le　tre

scritture　publicate　da’ministri　del　Serenissima　Duca　di　M◎dana　R◎ma　MDCCIX．

　文献1．と合本で刊行され，本文は，PP．61－39e，　alcuni　docttmentiがPP．391－424。内容は後述。

文献7。と区別して，Difesa　1と略称される。

　4．　Dissertatio　Historica　de　Summo　Apostolicae　Sedls　Imperio　in　Urdem　Comitatumque　C◎macli，

MOCCCIX．

　本文PP．1－92。付録，　pp．93－153。

　本文献は全183の短い章より成っている。一応コマッキオがかって東ローマ帝闘の総督領

（esarcato＞に属し，それをPlppin◎やCarlo　Magnoが法王に寄進したという立場に立つものの，そ

の後の歴史的変動を緻密にトレースしようとしている点や，コマッキオが古来フェルラーラの一部

であったと単純にきめつけることなく両者の動きを劉々に把え，Gi◎vanni　XXIIの蒔代にエステ家

がフェルラーラの封土を法王庁から与えられた時，コマッキオが購じ封土に含められたとしている

点など，そしてとりわけ法王庁の反対派をいたずらに異端者などと攻撃することなく，冷静に文献

の検討に終始している点などで，FontaniBiとはやや異なった姿勢が認められるといえるであろう。

前半の99章（4iページ）あたりまでは歴史的経過を遭り，17世紀まで下った後，　IOO・X’以後，再び

コマッキオが総督領に属していたかとか，総督領は皇帝と法王のいずれに属するか等の問題の検討

に立ち戻り，いわば吏実編と理論編の二部構成よりなる小冊子だといえる。著老名L．A．　ZaccagRi

は公表されず。

　5．Alla　Sacra　Cesarea　Rea翌Maesta　di　Gioseffo　I　lmperadore　de’Romani　Felicissimamente　Reg－

nante．　Umilissima　SupPlica　di　Rina王do　d’Este　I）uca　dl　ModeBa　per　le　Controversie　di　Comacchio

MDCCX．

　通常Sttpplicaと略される本文PP．3－76の小滑子。30章よりなり，大筋は，文献2。と嗣様で，

皇帝がEste家に与えたコマッキオの封土権を擁護し，法王庁が主張する皇帝による法王への贈与

〈donazione＞を否定。　Cl脱就e覇当時の裁力によるコマッキオ占領の非を訴えてそのエステ家への

返還を求めている。著者名なし。

　6．Quistioni　Comachiesi　ove　si　espongono　i　punti　superflui，　a　quali　vorrebbe　la　Camera　Apostelica
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ridurre　la　coBtreversia　di　Comacchio，e　si　flssano　l　veri，　a　quali　s’ha　essa　da　ridurre．　MDCCXI．

　序文なし，本文PP．3－56。　QUistione　I－Xを論じた小構子。検討されている各問題が本論争の

重要なポイントにふれているので紹介しておきたい。Q．　1コマッキオが古い時代に法王庁に寄進さ

れ保持されたことがうまく証明できれば，それが果たして法王庁の主張にとって有効か。否，その

後「時効取得（prescrizione）」が生じているので無効である。　Q．　ff　mンゴバルド族やフランク族の

時代の慰主が支配していたころ，法王庁はコマッキオを支配していたか。それも否定される。M．は

コマッキオが総督領の一部だったことをも否定，しかも総督領やローマでさえ，皇帝権の支配下に

あったとする。Q．　M　Carlo　Magnoらはコマッキオを支配したか。あるいはコマッキオと総督領およ

びローマの至上権（alto　Dominio）を法王に譲ったか。　M．は800年の帝権回復と共に，皇帝がローマ

をも含めた全帝国領を自らの支配権下においたとする。Q、IVドイツ皇帝たちについてはどうか。彼

らも前任者以上のものを何一つ譲っていない。QV　Ottone以前の皇帝やイタリア王は，総督領とコ

マッキオの君主だったか。その通りだ。だからコマッキオは一貫して皇帝領である。Q．”VI　Ottone王

とそれ以後のドイツ皇帝は，総督領とコマッキオの鴛主だったか。その通りだとする。Ottone．紐な

どはローマ自体をも支配したとする。Q澗もし仮に法王庁の主張する寄進があったとしても，その

後の皇帝によるコマッキオ支配によって，法王庁の権利が失われる可能性はないか。M．はその通

りだとし，ロンバルディア等で法王自身が皇帝の特許を求めた例があるとし，コマッキオについて

も帝権下にあった証拠があると主張する。Q．羅Carlo　rv以来の皇帝が封土としてコマッキオをエス

テ家に与えたというのは真実か。真実だとする証拠が多い。その証拠は疑う余地がない理灘を挙げ

ている。Q．　IX法王が封土としてコマッキオをエステ家に与えたことがあったか。否，また法王側の

いうようにコマッキオはフェルラーラの一部ではない。フェルラーラに関する法王勅書はコマッキ

オには及ばないから，エステ家はコマッキオを法王庁からは得ていない。Q．Xl500年以後，法王は

コマッキオに関して何らかの権利をえたか。GM呈o旦の製塩に関する干渉は不当なもので，相変わ

らず法王には何の権利もない。解答の部分は結論のみを記していたが，M．がこの論争の核心と見た

点が分かるであろう。著者名なし。

　7．Difesa　seconda　de韮Dominio　tempora至e　della　Sede　Apostolica　sopra　la　Citta　di　C◎macchio，　ove

in　primo’luogo　s圭purgano　i　Sommi　Pontefici，　e　molti　Imperad◎ri　da　gravissime　accuse，　e　si　glttstifica

Rttovamente　la　Souranita　della　Chiesa　Romana　in　tutti　i　suoi　Stati．　Roma　MOCCXI

　序文pp．匿一Xl，本文pp．1－318，付録Alcuni　Documenti　PP．319－36，年表PP．363－97。文

献3．が300ページを越える大著であったが，それに対して，M．は4．および6．の小研子で答えた。

Fontaniniは再びこの大著を刊行して，　M．を圧倒しようとしたともいえる。著者名は記されず，内

容は本稿で後述。

　8．　Piena　Esposizione　dei　Diritti至mperiali　ed　Estensi　sopra韮a　cltta　di　Comacch重o　in　risposta　alle

due　pifese　del　Dominl◎，e　alla　Dissertazione　Istorica．（ModeRa）MDCCXI王

　序文PP．iii－v，年表PP．vi－xxxiii，本文PP　l－356，付録Doculnenti　PP．357－409，事項（人
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資料紹介　コマッキオ論争の密要な文獄について

名も含む）索引PP．410－420．

　文献3．と7．がほぼ同じ体裁の書物で，各ページが34行あるのに短して，本文献の各ペーシは

54行（しかも各行の字数もこちらの方が少し上囲る）という一事を取って晃ても，本書が少なくと

も量的には，文献3．や7．をはるかに凌駕していることが分かり，いわば文献7．によって法王

庁側の需い分が十分述べ尽くされた後に，満を持して行われた反論だといえそうである。著者名は

記されていない。内容は別稿で紹介し，あわせてM、の説得方法を明らかにしたい。

　9．　Ragioni　de蓋la　Serenissima　Casa　d’Este　sopra　Ferrara　confermate　e　difese，　in　risposta　al　Domi－

nio　temporale　della　Sede　Apostolica（Medena）MDCCXIV（フェルラーラ闘題なので省略）

　10．　Risposta　a　varie　scritture　c◎ntra　la　Santa　Sede　in　proposito　d三Comacchio　l）ubblicate〔lopo　1’aR－

no　1711．　Roma　MDCCXX

　序文なし，本文PP．3　－63の小滞子。文献7．以後約9年聞の沈黙の後にFontaniniによって書か

れた反論であるが，M．も指摘している通り，　M．の主著8．に対する反論というよりも，その前に

出た小llli子6．を主要な対象としており，　M．の力作に肩すかしを食わせたとも取れるが，むしろそ

のやや糧雑な構城や論述から見て，Fontaniniの意欲は文献7．で限界に達してしまったと欝った

方が妥当だろう。すなわちもはや大著の文献8。を検討して批覇し直す気力も素材も尽き果ててし

まったといえそうである。その構成は，前半P，36までをM．の文献6．のQustione　I－Xを再痩検

討することに費やし，後半は，「法王庁に反論した文献における誤った論理に関する試論」と題す

るSaggio　l－Vの5つの試論で，　M．の記述の中で特に罪難に価すると思われるものを取り上げて，

集中的に攻撃している。前半のQUistioneでは，たとえばQuistione王は，コマッキオが古い時代に

法王庁に審進され保持されたことがうまく証明できれば，それが果たして法王庁の主張にとって麿

益か，というM．の文献6．Qの1と同じ問いをするが，「馬鹿げたたわごとで書物を…杯埋めるこ

とを解答などと呼んではならない」と韻手の主張を～笑に付した後，それはとっくに文献3．の

Difesa　I　P。244その他と，文献7．のDlfesa　H　P，316で否定されてしまった説だとして，　M．の主張

に霞説を対置することで，論破する手聞をはぶく。大体Quistione　I－Xは，このように薪陳に乏

しい分だけ，罵倒や非難に充ちている。後半のSaggio　Iは，　M、が「常に薪しさを求め」「事実によっ

て道理を破壊したがる」として，M．の史実中心の論法を批判，岡琵はM．が法王に至上権を許さぬ

のは，Amaldo　da　Bresciaの異端につながると非難，詞贋はM．が鍵帝たちの寄進を蒼定するのは夢

想にすぎぬとし，彼が法王を皇帝の総督（esarco）や代窟（vicari◎）と岡列に扱うその非常識ぶり

を潮笑した後，その寄進を裏付ける最古の文献であるLolovic◎Pioの憲法（817＞をM．が偽作とき

めつけたことに対して，真作とする著者と偽作とする者の一覧表を示し，前者が42入に達するのに

対し，後者がわずか6人にすぎぬという事実より，M．の偽作がいかに少数意見にすぎないか，また

L．P．の憲法のオリジナルを要求することの愚かさをあわれむ。同IVでは現法Ell　ClementeXiをnzマッ

キオを教会領に合併したClemente罹に短照的に取り上げて賞讃し，その好意につけ入ろラとする

Mの態度を非難する。岡VではM．がギリシャ人による法王への圧迫を従うべき一つの慣例のごと
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く受け入れた上，法王のために行われたフランク族の皇帝らによる改革を軽蔑すべき事と見なして

いるとして，その価値判断を攻撃する。同VIでは，法王庁が異端者から引用した場合，それが異端

者であるが故に一層信頼に緬するとして，資料の用い方が恣意的だとするM．の批判に反論する。こ

の小論が，「少なからぬ者が，法王庁の価値をおとしめたり，法王庁を四方八方から切りつけてや

ろうと努めることで宮分をE立たせ，知識人！valentuomlni）として逓用しうると儒じている時代

に入った」ことを指摘する文で終わっていることは興昧深く思われる。他と岡様署名はない。

　11．Disanima　di　una　scr蹴ura　lntitolata　Risposta　a　varie　Scritture，　e　pubblicata　in　Roma　nbl1’A臓no

17201n　proposito　della　controversia　di　Comacchio　（Modena）MDCCXX

　序文なし，本文PP．3－69．

　Cap．1－Xffより成り，そのCapX双の末属にはローマの学者たちに新たに提案したいとされた

Q．1－X（PP．67～9）が付されている。

　これは文献10．に対する反論で，それが何の薪昧をなく，「罵響雑需」のみで成り立っているこ

とをなげく。Cap．　Ilfで，法王側の文献5．さえ皇帝が至上権を保留したまま寄進した例をみとめる

（岡Cap，118～9）のに，エステ家側で至上権が保留されていると主張すると異端視されるのは心

外だとする。Cap認でむしろ法王側の論者こそ，教義を独断的に判断して相手を異端者よばわりし

ていると，越権行為を指摘。Cap．IVで，文献10．のLodovico　Pio帝の憲法の真偽に関する一覧表を

検討，こうした問題で，論者の人数はあてにならず，多数決で真理は決定できぬとする。その他は

Cap．VのOttone　1のローマ支配の真偽，　Cap澱および題のGk！llo懸とAlfonso　1の製塩閥題などすで

に論じられた問題のくり返しが多いようである。Cap調iでxステ家霧主の称号を検討し，コマッキ

オがフェルラーラの一部でなかったとする。Cap．｛XおよびXで箭文献で指摘された誤った論理への

批判1－Wの各々に反論を行う。Cap．XIでBaronioの権威を軽視したとする批判をソフィスト的だ

と反論し，さらに文献10．が「きわめて恥ずべき誤り」と潮笑した事項の各々を取り上げて弁明し，

最後にBaronioを軽蔑したりはせぬと主張してCapXIIでかつて法王にその地を霧進したといわれる

皇帝こそこの問題の正当な審判官だと述べる。そして最後にローマの賢入の判断を求めるとして1

－ XのQuistioneを提磁するが，それは文献6．で扱われていたような歴史約な問題ではなくて，

以下の逓り，Fontariiniおよび法王庁関係者の反省を促すための問いに他ならない。　Q．1ひどい罵

署雑言で教会の信用を高めうるか。QU教会の世俗的財産に関して法王庁と争うことは，カトリッ

ク教徒に許されていないのか。Q．賑法王庁は霞分達へのへつらいでないような正義を許さないのか。

Q．IV’ 法王庁にとって不利な主張に腹を立ててるのは，復讐（vendetta）と呼ぶにふさわしい行為で

はあるまいか。Q．V法王庁のためなら，手段を選ばぬということが許されるのか。法王庁に不利な

爽理を入々に知らせることは悪なのか。Q澱文献8．の作春には迫害を加えても良いのか。昔の状

況に関しては嘘をつくべきなのだろうか。QWカロリング朝やドイツの皇帯がコマッキオやローマ

の鴛主だったと主張することは大罪なのか。Q耀法王の利害に反する鱈主を侮辱することこそ正義

なのだろうか。Q．IX隣入に対して不当な非難，攻撃を平然と行うことが，キリスト教徒，とりわけ
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カトリック教徒にとって許されるであろうか。Q．X文献8．の多くの主張に対して今日まで反論は

出ていないが，それではコマッキオに対する皇帝の権利をみとめたのか。

第二章　文献1．2．3．より見た，論争当初の双方の琶い分について

第一節　法王庁側の最初の盆張一文献1．II　Dominio　temporale　ecc．の言い分

　この文献は，1708年5月，オーストリアの神聖ローマ帝国の軍隊がEugeltio公に率いられて，

1958年来110年にわたってローマ法王の支配下にあったフェルラーラ東南東の小都市コマッキオを

占領した際に，法王庁側から提娼された最初の抗議である。わずか60ページの小冊｝子ではあるが，

46章にわたって，法王庁の主張の骨子がまとめられている。①まず皇帝がコマッキオを占領した際

の口実に反論すると述べた後，自分が知るこの市に関する最古の記録は502年だが，さらにさかの

ぼりうるとする。コマッキオは総督領（esarcato）の～部で，ロンゴバルド族に侵入された後，フ

ランク王Pippinoの圧力によって法王Ste｛ano　Hに返還＝寄進（restituire）された。その後ロンゴバ

ルド族の再侵入もあったがCar｝o　MagROによって総督領は法王に返還篇寄進され，以後カロリング

朝時代を通じて，法王がコマッキオの至上権（sovranita）を保持し続けたことが，　Glovanni懸の手

紙（879）などで分る。②Ottone　1に始まるドイッ皇帝時代も隅様で，オートスリア皇帝の先祖

Ridolfo　Iが1275年以後5回も法王庁の権利を確認している。③エステ家の先糧はパドヴァの貴族

の出身で，ようやく1251年ごろからフェルラーラのポデスタとなり，1287年フェルラーラのgeRer－

alis　dominusと名乗る。その後一時期法王庁に反抗するが，1332年はじめてその代官の地位

（vicariato）を得た。ただし任期は10年。その後何度も期限付でその地位につく。④エステ家が法

王からコマッキオを封土として与えられなかったのは当然だ。コマッキオがフェルラーラの管轄地

（distretto）だったためで，しかもコマッキオはわずかの漁民が住んでいるだけの貧しい土地だっ

たので，わざわざ記す必要がなかったのだ。しかし法王庁がコマッキオを支配していたことは，16

世紀の初頭Giulio　HがAlfonso　Iに対して，コマッキオで塩を製造することを禁じたことからも明

らかである。⑤併合以後ピサ条約（1664＞等においても，エステ家の権利は否定されてきた。その

後エステ家はいろいろと法王庁の権利を侵害している。⑥兎に角900年来皇帝によって購地に封じ

られ続けてきたとする，エステ家側の主張は真実ではない。Pigna著のエステ家の歴史はあてにな

らず，彼が記している，Aquisgranaでの皇帝Lodovico豆によるOt毛one　d’Esteに対するコマッキオ

の授封（854年5月30日）は，この時皇帝がイタリアへ来ていたためありえない。Pignaの主張する

エステ家の他の諸権利も否定される。コマッキオ領内のポンポーサ修道院も法王が所有していた。

またエステ家が1598年のフェルラーラおよびコマッキオの法王領への編入に抗議して提出した，コ

マッキオに対する八度の授封（investitura）と，さらに追撫された7度のそれを吟味し，それらが

多様で一貫性を欠いており，要するにすべて無効であると断定する。⑦結周イタリア史における法

王と皇帝との対立こそこうした不正な主張が生じた原函だとし，皇帝がエステ家にコマッキオを与
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えたという皇帝讐エステ家倒の主張は金く説得力がないと結論を下している。

第二節　ムラトーリの文献1．への批判一文献2．Osservazioni　sopra　una　lettera　intitolata目

Dorrainio　temporale　ecc．

　①総督領は本来東ローマ皇帝の領地だっためだから，Pippinoの法王庁への返還一寄進は正巌な

根拠を持たない。Carlo　Magnoの載冠による餌ローマ帝国の復活で，イタリア全体がCarlo　Magno

の領地となった。Pippino親子の寄進なるものの実体は不明だが，至上権（sovra賦a＞までは失わ

れていない。法王は皇帝の代官として支配したのだ。Carlo　Magnoがロ・一一マに自分の判事を送った

例が多く，至上権が保たれていた証拠である。またローマには鍵帝たちの名入りの貨幣がある。特

に法三E側の重視するLolovico　Pioの寄進なるものは，　Pagi他疑う学者が多い。②コマッキオそのも

のについては，809年に東ローマ帝國軍が嗣市に侵入して奪穣を企てた晦，フランク軍がこれと戦っ

て撃退しており，この事件に関するEginardoの記録から，コマッキオが総督領というよりイタリ

ア王圃の一部だと推察しうる。③Ottond以下ドイッの皇帝もカロリング朝皇帝と岡じ権利を保っ

た。ヴェネッィアの統領（doge）にも法王を皇帝の代窟と晃なす者がいた。　Ottone　1による寄進

（donazione）の再確認。ただし用益権のみを与えて，至上権は確保した。それはFederico琵までつ

づく。皇帝Arrigo艮，狙，　Wらの至上権行使の具体例。法王庁側が重視するRido1fo　1の寄進を考

察すると，本質的にはそれ以前の歴代皇帝と変らない。彼も総督領で裁判権を行使した。またRidolfo

が寄進を乱発した裏側には，G．　Villaniが辛辣に記した通り，　R席が十字軍の準備にイタリアへ来る

という約束を怠ったなどの事情があった。④皇帝CarloWが1354年に南下，エステ家のAldobrandl－

niに始めてコマッキオのdiplomaを与えた。これが以後のエステ家のコマッキオに対する権利の基

盤である。勿論至上権は皇帝にある。⑤ただしエステ家のコマッキオとの関係はもっと古い。1177

年皇帝Federico　lの保護下に入ったコマッキオは，以後皇帝の保護を受けていたが，1275年Guido

da　Polentaの支配に服した。だが1297年5月同市は自発的にエステ家に服従（dedizione）した。

1309年ラヴェンナが㌫領するが，1325年再度自発的にエステ治下に入る。1354年の皇帝の証書はこ

うした既成事実の確認である。その後一連の皇帝の確認あり。⑥1598年枢機卿Aldobrandiniの率い

る法王軍がフェルラーラを奪い返し，ついでに権利のないコマッキオをも占領。トルコとの戦争に

忙殺されていた皇帝は，奪回できなかった。しかし7度もエステ家の封土権を確認，1708年の回復

後，Giuseppe　lは只i鳶aldo　d’8steを詞地に封じた。⑦Fontaniniの主張するコマッキオはフェルラー

ラの…部だとする説の吟味。1200年ごろはむしろラヴェンナ大司教の治下にある方が多かった。コ

マッキオは，Fontaniniのいうような小村ではなかった。⑧Ercole　lのころ法王に払われた，この

市に関する貢租は，代理入が鴇鹿だから払われたのだ。⑨Giuh磁がAlfonso王に製塩を禁じたのも，

法王庁の利害のための交渉で，エステは外交上の方針により妥協した。⑩以上の証明のための文書

（Cap．　Ll－W）。そのにせ物呼ばわりは皇帝とエステ家への侮辱だ。⑬こうした権利と事実とによ

りエステ家はコマッキオに時効取得（prescrizione）の権利を有している。エステ家は二世紀以上同

市を占有。またたとえ法王庁が皇帝の寄進があったと主張しても，二者に隅時に与えられた封地は，
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実際に引き渡された者の権利である（P．88）。⑫他方1598年の武力による占領は，その後エステ家が

抗議を繰返しているので，時効の権利は生じない。かつて法王のものだった多くの土地もすでに時

効によって権利は失われている。⑬エステ家がコマッキオ園復を企てるのは，皇帝権への義務を守っ

ているのだ。⑭Fontaniniのいうエステ家がパドヴァ貴族の子孫だという説は誤りだ。戦争に敗れ，

協力させられていただけだ。その由緒と広大な領地についての証拠（略）。彼らは法王の協力者だっ

た。⑮Alfonso　1はLauraと正式に結婚したため，　Do鶏Cesare　d’Esteの父Alfonsoは庶子ではない。

したがってPio　Vの勅書の禁令は該当せず，1598年の占領は不当となる。さらにLattraが正式に結

婚したという証拠が，同時代の文献から延々と列挙されている。⑯結論として黛帝の行ったコマッ

キオ占領は正しかった。

第三節　Fontaniniの文献2．への反論一文献3．　Difesa　del　Dominio　temporale　della　Sede

Apostolica　sopra　la　citta　di　Cornacchb　eccの言い分

　前二論文で澗者の主張の骨子がほぼ明らかになったので，以後はより簡潔にその内容を紹介した

い。本論はまず前置き（Cap．1－　M　，PP．61－65）で，エステ家側の誤った主張が4部より成ってい

てそれは1．法王が至上権を欠いた代窟又は総督と見なされていること，2．エステ家に」マッキ

オの統治権があるとすること，3．エステ家の出目，由緒の誇張した宣伝，4．Clemente　｝reが行わ

せたフェルラーラ公領併合を不正だとする非難であると要約した後，自分も4部佳立てで警えると

宣欝する。事実この著は第～部（Cap．　W－XXXm，PP．65－一玉34），第二部（Cal）．XX痘V－LXVII，

PP．134－244），　第三三部　（Cap．LXVIII－XCIV，PP．244－331），　第四謝～　（Cap．XCV－CXI王，PP．332－390）

の四部より成るが，必ずしも文献2．に対応する順では論じられていない。

　第一部は①コマッキオに対する法王権の根拠と題されているが，むしろエステ家側の資料の批凋

で始まる。②8～9世紀の資料を挙げて，法王権がコマッキオに及んでいたことを示す。しかもコ

マッキオはフェルラーラの一部だったことがArrlgoMの証書より明白だとする。③1371年1：　Angli－

co枢機卿がコマッキオを訪問したことも，法王領の麿力な証拠である。④皇帝には法王を保護する

義務があった。⑤コマッキオがフェルラーラの一部として法王からエステ家に授封されていたこと

の誼拠の一つは，エステ家がフェルラーラの代官領のために支払った貢租（cenSO＞の文書にフェ

ルラーラの後に「および他のいくつかの市より（et　non　nullis　aliis　Civitatibus＞」ということばがみ

られることだ。これはまさにコマッキオに該蜜する。⑥製塩に関しても，勿論Giullo　Hは至上権に

基づいてAlfenso　1に製塩を禁じたのだ。

　第二部は，①コマッキオに対してエステ家および皇帯より主張されている権利の吟昧と題される。

②エステ家は854年LGtario　1とLodovico　IIの証書を用いず，もっぱら1354年のCarlQ　IVのそれにた

よるが，それは自らの家がそれほど古いと信じられないためだ。この～族の系國は疑わしい。むし

ろ多くの者はパドヴァの貴族にすぎぬとする。③コマッキオはイタリア王国領ではない。総督領の

一部だったことは明白だ。④Almerlgo侯，　Azzo侯らがエステ家の簸であるかどうか疑わしい。

Priscanoは1212年に没したAzzoがエステ家の元糧だとする。それ以前のAzzoたちは疑わしい。

170



学報第73弩

⑤GregorioVが大司教Gerbertoにラヴェンナやコマッキオを与えたからといって，至上権（aito

domini◎）は失っていない。元’ll　Pippino　’P　Carlo　Magnoの審進も，法王がロンゴバルド人に奪われ

たものを返したにすぎない。⑥コマッキオは8世紀以来フェルラーラ市の治下にあった。⑦Ottone

工は法王の至上権をみとめている。法王が皇帝を封距としている例は存在する。⑧エステ家側が頼

りとするCarloWの証書は，　Feder隻co銭のそれをそっくり含んでいる。だからその確認にすぎぬ。し

かもFederico琶の証書にコマッキオの名はない。従ってそれは本来は入っていなかったのに，後で

エステ家側が追力llしたのではないか。⑨Federico　L　Federlc磁らがコマッキオ市民に与えたという

証書も、保護の約束にすぎぬ。その上これらの文書はあやしい。⑩1297年のコマッキオ市飛の反逆

によっても法王の権利は変わらぬ。1325年の文書は纂蕉行為である。入民が勝手に翼主を変えるこ

とはできない。さらに当時皇帝が空位だから，皇帝領は法王治下に入るべきだ。皇帝権は法王権に

i捌ξする以上，蛋然そうなる。また皇帝の封土権が申断することもありうる。⑪Federico　MはBor－

so　d’Esteに泣きつかれて公爵位を与えた（i452年，　PP．186－8）が，その時の証書にコマッキオ

の名なし。Masslmigliano帝らの証書も岡じだ。類似の例を列挙。⑫1598年の占領は，法王軍の一

部（Bandini枢機卿の隊）によって占領されたのではなく，コマッキオ司教Giraldiが市の支配権を

にぎったにすぎない。その後のファエンツァ協定で，コマッキオ返還は明記されている。⑬皇帝が

コマッキオをエステ家に与えたことを示す記録は，エステ家の皇帝への報告書でふえ続けるが，でっ

ち上げだ。⑭Alfons◎1のコマッキオをめぐる法王との紛争以後，エステ家当主が「コマッキオ領

主」と記され始める。Faletiの系図にあるのが最古のものだ。しかし1371年Anglic◎枢機卿の訪問当

時わずか50戸の漁村だったから，フェルラーラの一部として特に記されなかったのは当然である。

⑮皇帝文書でmマッキオの名が記されるのは，Plppino，　Carlo　Magnoが龍したためである。それは

常にフェルラーラと共に記され，両方で一体をなす。⑯皇帝を六期に分類して帝権が継続している

か否かを吟味する。コマッキオはOttoneが962年に法王に返却した領地に属すとする。⑰エステ家

はコマッキオにおける法王権を否定するため5つの論拠を振り園している。それはイ．支配権の不

確定，W．同時複数授封，ハ．事実と力への堀服，二．統治期間が短くて不安定だったとする主張，

ホ．見せかけのみの封土だったとする主張である。⑱エステ家側が最もたよりとする時効取得の原

理の吟味。アヴィニョン時代は不在だったが，それ以外の蒋期，法王はイタリアにいて，その権利

は有効だった。要するにエステ家は，フェルラーラの一部として，コマッキオを教会から与えられ

て来たのである。1598年以後は，ファエンッァ協定によって法王庁が支配した。エステ家には，縛

効の権利が生じる所有権不在中の100年間の所有はみとめられない。Grozioも法王権をみとめるだ

ろう。⑲法王の権利の基となったPippinoの寄進を古いとエステ家側は笑うが，この時代のことは，

Anastasioの抜粋が十分膚効である。

　第盗部①この部分はCle醗ente棚によるフェルラ～ラ公領の粛領を弁護するとして，まずフェル

ラーラが古来法王領だったことは疑いの余地がないとする。②Alfonso　Hは，　Don・Cesare　d’　Esteへ

の相続権の成立に不安を抱き，1591年に老齢をおしてw～マに赴き，エステ家と姻戚にあるGre一
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gorloXW根手に陳情して運動を行った。しかしGregorioが発病したので無駄となる。同じAlfonso

は，皇帯の許にもRicciを派遣して工作している。献金によってモデナとレッジョの栢続樺を確保

している。以上の経過からも，エステ家自身相続権がないことを慮覚していたことは明らかだ。

Don　Cesareは，フェルラーラ公と自称，皇帝に40万スクーディ献金して，地位を守ろうとした。

Clemente、難は，　Don　Cesareの要求を認めず，エステ家側は私生児に掘続が認められた例があると主

張。エステ家側はこの時はLauraが正式に結婚していたとは述べていない。しかしPa◎lo欝の法黒

勅書に「封土の慣習によって，正嫡男子が出生順に根続する」という親定があるために，Don　Ce－

sareは根続権を失った。③エステ家側の学者Pignaはエステ家がフェルラーラの発展のために尽く

したというが，むしろエステ家がこの市から得たものの方が大きい。本来ならもっと前に返還すべ

きだった。④その他エステ家側が示した数々の証拠の吟味。とに角Lauraの子Alfo駐soとAlfOiisino

は私生児だ。Mが示したLauraの結婚の証拠は，悪名蕩いPietro　Aretinoらの筆になるもので，あ

てにならない。メダル，喪服等もでっち上げで，実際はAlfonso兄弟は庶子扱いされていた。文学

者の証言や讃辞は，法的に何の根拠もない。Rossiの系麟には，　Alfonso兄弟が私生児だというtと

を示すφ印がついている。重要証人であるFiiatiの系図でもAlfo職so　Iの妻は二人となっていて

Lauraは除外されている。⑤エステ家側が示した証拠の問題点は4条ある。イ．すべて私入でごま

すりの可能性がある。ロ．同時代人のことばは曖昧だ。ハ．後世の入のことばは信用できない。二。

宮廷にいた同蒔代人は誰一人触れず，この問題について記さない。⑥Lauraは低い身分の編だ。帳

子屋の娘で父の名はFrancesco　Boccacciという。それが蒔と共にごま化され，費族のようにLa羅a

Eustochiaとよばれる。　Ettstochia家は名門だが別名がBerretariだったので轄子歴と重な1）　，Laura

の実家のごとく晃なされた。だからClementeの拒否は当然で，フェルラーラを取り屡したのは正

当な権利を行使したにすぎないのである。

　第四部で，①法王は総督領の代欝もしくは総督の役Hを果たしていた，というエステ家側の主張

が吟味される。菜ローマ皇帯総◎neは，聖像論争でローマを失い，法王の権威が確立した。　Uンゴ

バルド族の総督領侵入に抵抗し，法王Stef餌o　Hはフランクコil　Pippinoに頼る。　Pippino王は総督領

を回復して法王に返還する。法王はPipplnoとその子Carlo　Magnoを大守（Patrizio）に任命。ロン

ゴバルド王Aistolfoは．　Pippinoの命で奪った領地を法王に返還したが，そこにコマッキオの砦を

撫えた（P．346）。②エステ家側はこのPlppi互｝oおよびCarlo　Mag職o親子の寄進（donazione！を無効

だとするが，前代未聞の珍説で，Grozioらの説（P349）でも，すでにこのころ東ローマ皇幣は総

督領に対する権利を完全に失っている。法王Stef鋤o嚢から助けを求められた聴断っているからで

ある。だから法王は総督領に対して「絶対的独立権（assoluta　indlpende亘za）」を有している。ロン

ゴバルド族のDesiderio王が法王に対して行った誓約からも，法王の絶対的独立権は明らかである。

③Deslderi◎王は法王から「フェルラーラ公領全域（囎lvers蹴飯cat毛！m　Ferrariae　in　integrum）　」

を奪ったが，Pippinoの圧力で返還したとされる。この「全域（in　integrum）　」ということばこそそ

の周辺，つまリコマッキオを含んでいることを示すことばである。これによってコマッキオが，法
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王の領地だったことが分かる。④法王がその領地に対して持っていた全権を認めないのは，フラン

クフルト学派の異端である。Codice　Carolinoでも法王の「全権（plenariam　justitiam）」が認められ

ている。⑤エステ家側が，皇帝使節による裁判がm一マその他の法王領内で行われているために，

法王には鞘益権（utile　dominio）」しか与えられておらず，至上権は皇帝の許に保留されていたの

だと主張するが，それは「大守（Patrizio）　」岡様，皇帝に課せられていた，法王を「擁護（avvocazia）

する義務が実行された結果以外の何ものでもなかった。OttOne　IやArri£o　Hの行為もやはり「擁護」

のためであって，至上権の行使ではなかった。エステ家側のような主張するためには，皇帝とその

使節が法王に招かれず，自発約に来たこと等々の証明が必要だ。⑥法王暗殺未遂事件に，Carlo

Magnoは「大逆罪（laesae　majestatis）」を適用したことも，法王が最高君主だという証拠である。

⑦エステ家側は，U一マで鋳造された皇帝の肖像入りのコインがあることが，皇帝の至上権の証拠

だという。しかしAdriano　1以降，大抵法王のコインばかり鋳造されている。また裏に皇帝の名があっ

ても，それは「擁護者（avvocato）」，「保護者（difensore）」の資格によるものだ。⑧エステ家側が

喜んでふり圏す対立法王LeoneV唱の勅書は偽物だ。また，ヴェネッィアのAndrea　Dandoloの証雷も，

後鮭の人だからあてにならぬ。OttOReMの金総督領をラヴェンナ大司教に与えるという舐書も偽文

書だ。Rid磁o帝の5つの読書を，エステ家側は不都合なので偽物とする。エステ家側は，自分に有

利な資料のみを本物とする。だから彼らの行う法王の世俗的権利の否定はあてにならぬ。第一法王

はイ．皇帝から封土の譲与（investitura）を受けたことがなく，ロ．皇帝に距下の誓約をしたこと

もなく，ハ．貢祖を払ったこともない。これでは封癒としての条件を全く欠いている。法王は教会

領において絶対潜主であった。

第四節　ムラトーリのSupplicaその他の小著に対するFontaniniによる攻撃一文献7．　Difesa

seconda　del　DomiRb　temp◎rale　della　Sede　Apostollca　ecc．　Roma　MDCCXIの大要

　M．は約160ページの文献2．以後，Suppllcaに代表される小著は何点もものにしたものの，　Fon－

taniniの文献3．に｛1廓敏する大著はまだ準備中であったのに対し，　Fontaninlはさらに本書Difesa

secondaを刊行。300ページを越える本文に擁えて，資料集，年表，索引も添えられた堂々たる書物

だった。紙数も乏しい上にすでに文献1．と3．で述べられたことの繰り返しも多いので，簡単に

その構成と大まかな内容を把握した後，特に重要と思われるポイントを指摘して，別稿で行う考察

の参考資料にしたい。Fontaniniはまずその序文（PP．iii　一一　x　ii）で，エステ家側の文献にみとめら

れる6つの「過誤（eccesso）」を指摘したあと，それにたいする反論として，本論では第一一部（Cap．1

－　LXIX．PP．5－188＞で，エステ家側の法王庁に対する不嶺な非難に答えて，法王がその領地に対

して「至上権（alto　dominlo，sovranita）」を有していることを示した上で，第二部（Cap．LXX－

CXVIII，　PP．189－318）でコマッキオそのものに関する法王庁の権利をより具体的に論じると予告す

る。

　第一部①Difesa（文献3．）に対するエステ家側の反Xfi　Supplica（文献5．〉等には誤りが多い。

1710年3月にロ・一一マで行われた代表会議（congressi）には，鍵帝側の代表は出席したが，エステ家
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の代表の参加は許されなかった。それは豊帝の穏健な方針によるものである。②エステ家側は，教

会国家全土に対する法王の世俗的支配権を否定したが，これはAmaldo　da　Brescia，　Vicleffo（ウィ

クリフ），Luteroらの異端納主張につながる。また皇帝権を至上と見なし，歴代の皇帝の行動にそ

の証拠を求めるのは，「分離派（scismatici）」の皇帝や党派につながる。③実際はそうした行動は

PkfeRdorfio（プフェンドルフ）が規定したadvocatium（法王の擁護）という皇帝の義務に基づくも

ので，それは「供儀（◎locausto）」の行為だったPippino，　Carlo　Magnoらの寄進に曲来するものであ

る。そうした皇帝の方針を約束したものがLodovico　Pio帝の憲法であるが，　xステ家側の主張は，

8点（略）においてこれに違反する。エステ家側は教会領内で皇帝権が有効だったことを証明する，

皇帝使節による法王領内での裁判など11点の証拠を挙げるが，それらの多くはこのadvocatiumに

よって説明しうるものである。また貨幣や文書に関しては，法王にも嗣じようなことが書えるので

エステ家側にのみ有利な証拠とはならぬ。④エステ家側は，このLodQviCQ　PiQ帝の文書のオリジナ

ルが現存していないことを楯に取って，それが偽物だとする理由を7つ挙げるが，偽物説を取るの

は大抵エステ家側に近い立場の偏狭な異端者で，すべて反論しうるとして，それぞれに反論する。

⑤エステ家側がしばしば舐拠として挙げる皇帝たちとヴェネッィア共秘躍との条約（その中でコ

マッキオ市斑が臣昆sud醗iと規定されているという〉も，　advocatittmの行為として説明しうるし，

Lo£ario　lは840年その中でコマッキオ南民を「彼らの隣入（viciRos　eorum＞」と呼んでいる。⑥

Ottone　1の証書について，エステ方はオリジナルがないので偽作とするが，モーゼの戒律をはじめ

オリジナルのない文書は無数にある。Ottone　1の行為も，　advocatiumの義務の実行であった。彼は

960年にGiovanni　xllに対して，　w一マでは法王の励欝（consigli◎）」なしでいかなる命令も法律

も出さぬと誓ったが，ローマとは教会領のことで，助書とは「岡意（COfisenSO＞jに他ならない。こ

れこそ皇帝がadvocatiumを行っていたことの誕拠である。⑦OttoneMの瀬三書等，エステ籔側の利

用する文書に偽物が多い。Alfonso　Cecare蟻1ま文書偽造で処瑚されたが，こうした文書は，　xステ

家がA至fOnso　Hのころ，コマッキオを奮うために作ったもので，カUリング朝のそれとは違う。

Arrlgo班のヴェネツィアとの条約等々，その他多くの偽文書について（略）。⑧エステ家側が教会

に反対する立場より，Pippinoには法王に領地を贈る権利はなかったとしたので，「ピピンよ，モデ

ナへ行って謝れ」と雷うつもりかと，エステ家側を皮肉る。さらに，エステ家側がGregorlo膿に枇

判的で，彼の皇帝ArrigoWとの争いにも冷たいといってF◎ntaniniは怒る。突頗「神よ」と呼びか

けて，「これを読んで私は震えた」（P．143）と大げさに怒り狂う。よりもよって，Gre畠orio畷がイタ

リアで侮辱を受けるとは，と慨嘆する。⑨mマッキオの周辺部をラヴェンナ大司教に与えたGre－

gorio　Vの勅書は本物で，憲蒔の法王権を示す。⑩法王領内における皇帝の嚇務宮庁（fisco）」は，

lSiEIEの許可または命令によってできた（1056年）ものだから，むしろ法王権を証明する。⑪エステ

家側は，法王庁は破門を乱用して世俗権を伸ばしたというが，これほど真実から遠い説はない．法

王こそ暴力の犠犠者である。Federico亙らの墓奪行為の証入は多い。　AdrianoW，　Aless餓dro鐵らは

暴力に苦しみながら，法王権を守ったのに，エステ家側によって，破門，戦争の鼠屠者とされてい
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る。⑫しかし何人もの皇帝たちが，死の禮前に非に目覚めて悔い改めた。Federico　Hの悔俊につい

ては，Matteo　Spinelliが証雷している。⑬135護年のCarlolVの証書は1220年のFederie磁のそれと金

く同一一のもので，結局それを確認したにすぎない。だが，Federlco翼が与えた領地にはコマッキオ

が入っていなかったのに，Carlo｝Vのそれにはコマッキォが入っている。だから，　Carlo玉Vの証書は，

エステ家側に手を畑えられた疑いが濃い。⑭Rid◎lfo　1の証書が，先のむodovico　PioDt亀one　L　Arr呈一

go豆らのそれを確認。1279年2月14屡付のそれは，ラヴェンナをはじめフェルラーラ，コマッキオ

を含む多くの都市の璽権と俗権の双方を，永遠に法王のものと認めている。皇帝と岡名の書記官長

Ridoafoの越権行為があったので多少の混鼠があったが，　Ridolfo　1は数度にわたって法王の権利を

認める証書を出した。1278年腫CCG正d聾が派遣した法王使節に，ロマーニャの各都市の14～70才の

勇子が全員患誠を誓った。法王の甥Bertoldo　Orsiniが全ロマーニャのRettoreとなる。ところが，

エステ家側は，Ridolfo　Iが何度も法王の権利を認めたのは，十字軍準備のためイタリアへ赴くとい

うGregorlo　Xに対する誓約違反で破門されるのを怖れたためだとする，　GlovaRni　Villaniの説を示

す。それは許し難い申傷だと，Fontaniniはここでも激怒する6Villaniは60年後の人閥で，しかもキベッ

リー二派（本当はフィレンツェのグェルフィ黒派のはずだが，Fontaniniはこう主張）に属したため，

こうして法王を中傷しているのだとする。Mat21de女伯の領地も，エステ家側の主張と違って，法

王の領地だった。皇帝がエステ家に与えたのはモデナ（何故か，Fontaniniはこの市をModanaと記

す）とレッジョだけだった。

　第二部①Carlo　Magnoのころフランク族がコマッキオを志領していたというのは，809年，東ロー

マ軍が進入しようとしたのを防ぐための必要によるもので，Plppi鷺o王（755年），　Carlo　Magno帝（764）

の法王への寄進は名穏だけのものではなかった。②コマッキオは通常フェルラーラの一部だった。

それを示す証拠の色々。エステ家自身そのことを認めていた。③エステ家側は，Lod◎vico　ll　Bavaro

によって帝権が園復されたというが，結局彼は倒れた。エステ家は彼の助力のおかげでフェルラー

ラに入った（1321年〉。蓋時ロマーニャを鋼していたナポリ王Robertoの家来に交代，フェルラー

ラの一部だったコマッキオをもエステ家が奪った。1325年コマッキオの代理人M．Zanc◎nlがエステ

家に使節をしている。④1297年のコマッキオのエステ家に対する「服従（dedizione）」は無効である。

1354年のCarloWの証書は信用できない。マントヴァで1354年il月16　Bに発行されたという事実も

ありえず，またこの皇膏は法王の友人だからエステ家の塞奪に乎を貸すとは考え難い。大体封土に

は，イ．誓約，m．貢租，ハ．封距の地位の提示が伴うが，エステ家はモデナとレッジョについて

のみ皇帝に買租を払っているものの，他の都帯のためには払っていない。またエステ家穣1は，それ

以前のLotario，Lodovice　II等の証書を示すといいながら示していない。コピーで良いから示すべき

だ。Carlo　Wの証書は，単なる保護行為にすぎぬ。三つの要件を充たさぬから，封建法学者Ludolfo

Scraderoの原則に合わぬ。⑤Federico勝とMassimigliano　1の証書も，モデナとレッジョのみを譲っ

ている。エステ家側は，コマッキオその他をmヴィーゴ伯領の一部だとするが，これは手のこんだ

フェルラーラとコマッキオの切り離し策にすぎない。エステ家側が提畠する19の皇帝の証書は，大
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部分分離派皇帝のものだ。⑥エステ家側は，コマッキオの物質的な領地と，フェルラーラに依存し

ている政治的依存牲とを区瑚できない。政治酌領域は，物質的な領域を越えて作用する。エステ家

側が境界だとするBosioの溝を容易にまたぐ。だからコマッキオはフェルラーラの管轄地（distretto）

なのである。モデナにフリニャーノ等が含まれるのと詞じだ。1361年の文書のように，コマッキオ

とフェルラーラが罰に記される場合があるのは，司教区が鋼だからで，特に宗教に関係する場合に

はこうした区別も必要だが，政治に関しては，Uマッキオはフェルラーラの一部である。⑦だから

遺書等にもコマッキオの名はわざわざ記されない場合が多い。特に，エステ家の当主たちの称号か

ら，IIマッキオの名が省かれるのが逓例だった。その実例の列挙。⑧コマッキオ市民は，ある特許

状の記録の中で，Alfonso　I　d’Esteを「我々の公爵の（Nostri　Ducis）」と呼ぶが，コマッキオは独

立の公爵領でないから，結周フェルラーラ公領の一部に住む者としてこう呼んでいるのだ。⑨コマッ

キオの名がエステ家の称号に記されるようになるのは，Ercole套が，　Cosime　I　dei　Mediciとの問で，

法王庁や皇帝の宮廷における序列争いを演じた後のことである。1540年，爾者がルッカで法王と皇

帝への表敬の行列を行った蒔以来，この序列争いは表臨化するが，その直蒲の1537年£rCQ｝e撫まノレッ

カへ行く準備のため，～つでも肩書をふやす必要にせまられ，「コマッキオ領主（Signore　dl

Comacchio）」という称暑を繍えた。だがこの称号は，法王の許可を要する系図の発管の時等には遠

慮されている。⑳コマッキオは，フェルラーラと詞じ役人に治められ，国鷹も閥じだった。フェル

ラーラの役入にとって，コマッキオは税金と魚がよく得られる所だった。⑪皇帝がエステ家に与え

た文書の称号にもコマッキオの名は見られない。⑫Anglico梱灘βのコマッキオ訪閥は，正当だった。

1371年のCodice　Va仁icanoにもこの市の名がある。⑬Giull磁がAlfonso　1に製堪を禁じた事情は，

法王勅書によって全世界に明らかだ。Alfonso　1は，皇帝に訴えていない。皇帯の封土なら当然そ

うしているはずである。それだのにAlfonso　Iはフランス王に訴えている。⑭エステ家測が提出し

たLeone　XとIppolito　d’Esteとの間の協定（capitolo）は，偽作である。200年闘も世に簿られてい

なかったのは怪しい。他の文書とも矛盾する。⑮コマッキオ市民がフィレンッェなどと共にフェル

ラーラの代窟領のために保読（Sicurta）を与えた記録があるのは，爾者が一体だとおかしいとエス

テ家側がいうが，これはコマッキオのコムーネ（自濤体）のやったことだから，ありうることであ

る。コムーネや市民の財産権は，法王には属さぬもので，Grozioのいう通り，入民の権利である。

だからいかにフェルラーラの管轄地でも，コマッキオ市災には，保証を与える権利がある。⑯

Clemente　VIIIの1598年6月5Hの勅書で，コマッキオが明記されているのは，　Don　Cesare　d’　Este

が将来の方針としてコマッキオとフェルラーラを翔に扱い始めたことに対する対応策である。爾者

の境界を示しつつ，コマッキオがフェルラーラの～部であることを明記している。Llrbano懸の小

勅書も隅じ趣旨である。⑰コマッキオ市艮は1450年以来1707年まで，聖ジョルジョのHにフェルラー

ラの罵教座教会に蝋を奉納し続けてきた。⑱エステ家は1325年から1598年まで＝マッキオを皇帝の

封土として西有したとする。しかし実際にはyl321年にフェルラーラに侵入し，その後恭瀬の意を

承したのでGiovanni　XXIIが1332年にフェルラーラを封土として与えて以来，コマッキオもそれに

176



学報第73号

付随した権利（titoli　uniti）に基づいて治めて来たのだ。⑲1598年のコマッキオ｛井合は武力による

占領ではない。コムーネが自発的に法王の支配下に移ったのだ。エステ方はこの事情を歪曲して宣

伝している。⑳結論として，コマッキオに対する法王庁の権利は，どう晃ても正しい。また1598年

以後皇帝が行動しなかったのも，トルコ戦争のためではなく，法王の権利を認めて霞制したのであ

る。それ以後100年以上法王庁が平和裡に占有している。今回の皇帝Giuseppe　lの行動は，エステ

家側の煽動によるものだが，まことに意外という他はない。多少省略した点があり，見落とした点

もありそうだが，以上がFontanlniのDifesa璽の大意である。（本稿終り）

注

BerteHiは前述の翔録の中で，　Fentaniniの著作としてもう1点Tavota　crouologica　degH　aUtorl　antichi　e　moderni　i　quali　giustifi－

cano　la　CGstituzione　deWlmperadore　LodovicG　Pio　soPra　gli　stati　della　Chiesa　Romana．　conforme　alie　prove　esposte　nelle　Difese　del

Dominio　Temporale＿ln　Roma，　MDCCXXを挙げているが，内容から考えて文献10．の後半部pp，45－63そのものに他ならない

と思われる。
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